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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 107,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま

す。

　（注）１　2020年５月７日開催の取締役会決議によります。

２　振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（2005年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、当

社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり（以下、「本自己株式処分」とい

う。）、金融商品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は

買付けの申込みの勧誘となります。

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 107,000株 164,994,000 ―

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 107,000株 164,994,000 ―

　（注）１　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

1,542 ― 100株 2020年５月25日 ― 2020年５月25日

　（注）１　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした

募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結

しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。

４　申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契

約」を締結し、払込期日までに後記(4）払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社シグマクシス　本店 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱ＵＦＪ銀行　本店 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

164,994,000 ― 164,994,000

　（注）１　発行諸費用は発生いたしません。

２　新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自

己株式処分による諸費用の概算額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額164,994,000円につきましては、2020年５月25日以降、諸費用の支払等に充当する予定

であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要

名称
三井住友信託銀行株式会社（信託口）

（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））

本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

直近の有価証券報告

書提出日

（有価証券報告書）

事業年度　第７期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

2019年６月28日　関東財務局長に提出

（半期報告書）

事業年度　第８期中（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

2019年11月28日　関東財務局長に提出

 

ｂ　提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 信託銀行取引及び当社は割当予定先に役務提供取引があります。

　（注）　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2020年５月７日現在のものであります。な

お、出資関係につきましては、2020年３月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

 

(a）役員向け株式報酬制度の概要

　当社は、2016年５月27日付取締役会において、当社取締役（業務執行取締役に限ります。以下同様としま

す。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、現在に至るま

でこれらの制度を継続しております。

　本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利

益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ

とを目的としております。

　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取

得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付

される、という株式報酬制度です。

　なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
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(b）役員向け株式交付信託の仕組みの概要

 

①　当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。

②　当社は取締役を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します（本信託）。その際、当社は受託者に株式取

得資金に相当する金額の金銭（ただし、取締役に交付するための株式取得資金については、株主総会の承認を受け

た金額の範囲内とします。）を信託します。

③　受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します（自己株式の処分による方法や、株式市場

から取得する方法によります。）。

④　信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人（当社及び当

社役員から独立している者とします。）を定めます。本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行

使しないこととします。

⑤　株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。

⑥　株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、付与されたポ

イントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の

事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。

⑦　本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会

決議により消却することを予定しております。なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託（再信託）します。
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(c）役員向け株式交付信託の概要

当社にて導入する「役員向け株式報酬制度」に係る信託

(1）名称 役員向け株式交付信託

(2）委託者 当社

(3）受託者
三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

(4）受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者

(5）信託管理人 当社及び当社役員から独立している第三者を選定する予定

(6）議決権行使 本信託内の株式については、議決権を行使いたしません

(7）信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

(8）信託契約日 2016年８月10日

(9）金銭を追加信託する日 2020年５月25日

(10）信託の期間 2016年８月10日～2022年８月末日（延長後）

(11）信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

 

ｃ　割当予定先の選定理由

　本制度の継続にあたっては、当社との取引関係及び手続コスト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、

本信託の信託期間を延長することといたしました。

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、当社が三井住友信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づ

き、再信託受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済等についても日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社が行うことから、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）を割当予定先として選定し

ました。

　今回の本制度の継続においても、割当予定先として、引き続き日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信

託口）を選定したものです。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

107,000株

 

ｅ　株券等の保有方針

　割当予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口））は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役を対象とする株式交付規程に基づき当社株

式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。

　なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社

から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの信託金をもって割

当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書において確認をしております。

 

ｇ　割当予定先の実態

　割当予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口））は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当

社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友

信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に対し、

議決権不行使の指図を行います。

　割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと

する個人、法人その他の団体（以下、「特定団体等」という。）であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何

らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディ

スクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対

応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等

と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任

を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確

約を、信託契約において受けております。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団

体等と何ら関係を有していないと判断しております。

　また、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社につきましても、割当予定先同様、特定

団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要
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求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず

かつ行わないことについて、信託契約書において確約を受けております。

　したがって、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が特定団体等でないこと及び特定

団体等と何ら関係を有していないと考えております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

ａ　払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2020年５月１日（取締役

会決議日の直前営業日）の東京証券取引所における終値である1,542円といたしました。

　当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近１ヵ月間（2020年４月２日～2020年５月１日）の終値

平均1,444円（円未満切捨て）からの乖離率6.79％、直近３ヵ月間（2020年２月３日～2020年５月１日）の終値平

均1,473円（円未満切捨て）からの乖離率4.68％、あるいは直近６ヵ月間（2019年11月５日～2020年５月１日）の

終値平均1,797円（円未満切捨て）からの乖離率△14.19％となっております（乖離率はいずれも小数点以下第３位

を四捨五入）。

　上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考

えております。

　また、上記処分価額につきましては、監査等委員会（３名全員社外取締役）が、処分予定先に特に有利な処分価

額には該当しない旨の意見を表明しております。

 

ｂ　処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

　処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の取締役の役位

及び構成推移等を勘案のうえ、取締役に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模

は、2020年３月31日現在の発行済株式総数21,068,300株に対し、0.51％（2020年３月31日現在の総議決権個数

205,980個に対する割合0.52％。いずれも、小数点以下第３位を四捨五入）となります。

　当社としては、本制度は当社取締役の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向

上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影

響は軽微であると判断しております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
中央区晴海１丁目8-11 4,252 20.65％ 4,359 21.06％

株式会社インターネットイニシ

アティブ
千代田区富士見２丁目10-2 1,980 9.61％ 1,980 9.56％

株式会社インテック 富山市牛島新町５番５号 1,980 9.61％ 1,980 9.56％

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口９）
中央区晴海１丁目8-11 1,258 6.11％ 1,258 6.08％

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
港区浜松町２丁目11番３号 1,205 5.85％ 1,205 5.82％

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
PLUMTREE COURT, 25 SHOE

LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.
948 4.60％ 948 4.58％

資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託Ｅ口）

中央区晴海１丁目8-12　晴海ア

イランド　トリトンスクエア　

オフィスタワーＺ棟

583 2.83％ 583 2.82％

資産管理サービス信託銀行株式

会社（証券投資信託口）

中央区晴海１丁目8-12　晴海ア

イランドトリトンスクエアオ

フィスタワーＺ棟

373 1.81％ 373 1.80％

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG

S.A. 1300000

EUROPEAN BANK AND BUSINESS

CENTER 6, ROUTE DE TREVES,

L-2633 SENNINGERBERG,

LUXEMBOURG

309 1.50％ 309 1.50％

シグマクシス従業員持株会 港区虎ノ門４丁目1-28 306 1.49％ 306 1.48％

計 ― 13,197 64.07％ 13,304 64.26％

　（注）１　2020年３月31日現在の株主名簿を基準としております。

２　上記のほか自己株式462,894株（2020年３月31日現在）があり、当該割当後は355,894株となります。ただ

し、2020年３月31日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。

３　「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）」が保有する4,359千株には、本自己株式処分に

より増加する107千株が含まれております。

４　所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

５　所有議決権数の割合は小数点以下第３位を四捨五入して表記しております。

６　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2020年３月31

日現在の総議決権数（205,980個）に本自己株式処分により増加する議決権数（1,070個）を加えた数で除し

た数値です。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参

照ください。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第11期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）2019年６月27日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第12期第１四半期（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）2019年８月７日関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第12期第２四半期（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）2019年11月７日関東財務局長に提出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第12期第３四半期（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）2020年２月３日関東財務局長に提出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2020年５月７日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を2019年６月27日に関

東財務局長に提出

 

６【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2020年５月７日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づき臨時報告書を2019年12月

19日に関東財務局長に提出

 

７【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2020年５月７日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき臨時報告書を2020年５月７日に関東

財務局長に提出

 

８【訂正報告書】

　訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を2019年12月25日関東財務局長に提出

 

９【訂正報告書】

　訂正報告書（上記３の四半期報告書の訂正報告書）を2019年12月25日関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、2020年５月７日までの間において変更及び追加

すべき事項が生じております。下記の「事業等のリスク」は当該有価証券報告書等に記載された内容を一括して記載し

たものであり、当該変更及び追加箇所については＿＿＿罫で示しております。

　なお、有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「事業等のリスク」に記載されたもの

を除き、当該事項については2020年５月７日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する

事項もありません。

 

(1）景気変動リスク

　当社グループがコンサルティング・サービスを提供する主要顧客は、各業界におけるリーディングカンパニーであ

り、国内外に事業を展開する大企業が中心であります。国内外の景気が後退し、これら主要顧客の経営状態や業績に

大きな影響を及ぼす状況となった場合には、当社グループの業績にも影響を及ぼす可能性があります。なお、新型コ

ロナウイルス感染症拡大による国内外経済や社会への影響が拡大しており、当社顧客企業およびパートナー企業の経

営判断・事業運営に大きな影響を与え、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2）事業継続リスク

　事業活動が国内だけに留まらず海外にも展開するグローバル化や情報ネットワークの進展等に伴い、大規模災害、

感染症等の流行や大規模システム障害等、不測の事態が発生した場合に想定される被害規模は年々大きくなってお

り、企業としては更なる危機管理体制及び事業継続に対する取組みの強化が求められております。

　このような状況において、当社グループは大規模災害、感染症等の流行や大規模システム障害等が発生した場合に

備えて、危機管理体制の構築及びシステム基盤の強化を行い、事業活動が円滑に続けられるよう事業運営に関わるあ

らゆる分野でデジタルワークプレイス環境を構築・活用しております。

　しかしながら、一企業ではコントロールすることが不可能な特別な事情や状況が発生し、事業継続が不可避となっ

た場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3）新しい技術の活用に伴うリスク

　当社グループは顧客企業のデジタル・トランスフォーメーションを促進するため、AIなど新しい技術を活用したコ

ンサルティング・サービスを提供しております。

　しかしながら、活用する技術には今後の更なる解明が待たれる分野の技術も含まれており、予期せぬ不具合が発生

することで、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4）投資に関するリスク

①　市況等の影響による保有有価証券の価格変動等について

　当社グループは、価格変動の影響を受ける投資有価証券を保有しております。各有価証券の価格が著しく下落

し、その回復が見込めない場合には、減損処理による評価損を計上し、当社グループの財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

②　企業等への投資について

　当社グループは、国内外企業等に対して、投資を実施しております。しかし、投資先企業等の事業展開や業績に

よっては、投資の回収をはかれない可能性があります。

　さらに、投資事業としておこなっている投資については、投資額を上回る価格で当該株式等を売却できる保証は

なく、また、株式流動性の低下やロックアップ条項の存在等により売却自体が制限されることも考えられます。こ

のような場合、期待されたキャピタルゲインが実現しない可能性、投資資金を回収できない可能性及び売却損が発

生する可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5）情報管理リスク

　コンサルティング・サービスにおきましては、顧客の機密情報や個人情報等を取得し、サービスを提供することが

必要不可欠であります。このため、当社グループとしましては、機密保持契約を締結することにより、顧客及び関連

する企業に対して守秘義務契約を負っております。

　当社グループとしましては、当社グループ役職員に対して、守秘義務の遵守並びに機密情報及び個人情報等の情報

管理の徹底を行っておりますが、何らかの理由により、これらの情報が外部に漏洩した場合、当社グループの信用及

び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(6）コンプライアンスリスク

　当社グループは法令遵守体制を実効性のあるものとするため、コンプライアンス行動指針を定めると共に、チー

フ・コンプライアンス・オフィサーを選任し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの統括の下、取締役及び従業

員に対して法令遵守意識を浸透させております。現時点では特段のリスクは顕在化しておりません。

　しかしながら、万が一、当社グループの役職員がコンプライアンスに違反する行為を行った場合には、当社グルー

プの信用及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7）リーガルリスク

　当社グループは、顧客やビジネスパートナーとの契約条件などの決定にあたり、社内規程に則り、過大な損害賠償

等のリスクを負わないよう管理を行っております。

　しかしながら、何らかの理由により、他社から損害賠償請求等の訴訟を提起された場合には、当社グループの信用

及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8）信用リスク

　当社グループがコンサルティング・サービスを提供する主要顧客は、各業界におけるリーディングカンパニーであ

り、国内外に事業を展開する大企業が中心であります。そのため、基本的に債権回収が不調になる可能性は低くなっ

ております。また、新規取引先と契約を締結する場合には、社内規程に則り、与信管理及び反社チェックを行い、取

引を開始することとしております。このように当社グループとしましては、取引に関して慎重かつ精緻に管理を行っ

ております。

　しかしながら、顧客企業の業績悪化や倒産等、何らかの理由により債権回収が不調になった場合には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9）人財に関するリスク

　当社グループが提供するコンサルティング・サービスは、個々のコンサルタントが保有する高度な知識と専門性

が、顧客に対して高付加価値のサービスを提供するための源泉であります。そのため、当社グループは高度な知識と

専門性を備えた優秀な人財を採用・育成し、また相応の職位や給与体系を整備することで、人的リソースの基盤構築

に取組んでおります。

　しかしながら、当社グループの求める基準を満たす優秀な人財の採用及び育成が当社グループの計画したとおりに

進まなかった場合や、転職等により優秀な人財が流出することで十分な人財を確保できなかった場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、将来的に人財投資コストが増加する可能性があります。

　また、役員の後継者の確保・育成について予定通りに実施できない場合、当社の事業運営に影響を与える可能性が

あります。

 

(10）風評リスク

　当社グループは高品質のサービス提供、役職員に対する法令遵守浸透、厳格な情報管理、コンプライアンス体制の

構築等の取組みを行うことにより、健全な企業経営を行っております。

　しかしながら、悪意を持った第三者が、意図的に噂や憶測、評判等のあいまいな情報を流したり、あるいは何らか

の事件事故等の発生に伴う風評により、当社グループに対する誤解、誤認、誇大解釈等が生じ、事業に対し直接間接

に損失を被ることが発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11）システムに関するリスク

　当社グループは、社内のシステム基盤を構築し、顧客に関する情報や、財務データや人事データ等の社内管理をは

じめ、様々な情報をデータセンター内のサーバにて管理しております。そのため、日常業務においてはシステム基盤

内の情報を利用することが必要不可欠であります。

　しかしながら、当社グループの想定を上回る自然災害や事故、火災等が発生し、これらのシステム設備に重大な被

害が発生した場合及びその他何らかの理由により大規模なシステム障害が発生し、復旧までに時間を要する場合に

は、顧客に関するコンサルティング・サービス及び社内における諸業務に遅延が発生し、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社シグマクシス(E30130)

有価証券届出書（参照方式）

11/12



(12）配当政策について

　当社グループは、利益配分につきましては、財務体質の強化及び将来の事業展開に備えるために必要な内部留保と

のバランスを保ちつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

　今後、各期の経営成績を踏まえて利益還元を予定しておりますが、市場の急変や事業計画の大幅な見直し等によ

り、当社グループの業績が悪化した場合には、継続的に配当を実施できない可能性があります。

 

(13）外注について

　当社グループでは、外部専門家の知識・ノウハウの活用あるいは生産性向上のため、コンサルティング業務の一部

を外部委託しております。

　当社グループでは、外部委託先に対して品質水準及び管理体制に関して定期的な審査を実施し、必要に応じて改善

指導を行うなど優良な委託先の安定的な確保に努めております。

　しかしながら、委託先において予想外の事態が発生した場合には、品質保持のためのコスト増、納期遅れに伴う顧

客への損害賠償等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(14）新株予約権の行使による株式価値の希薄化等について

　当社は、当社役員及び従業員に対するインセンティブを目的として、新株予約権を付与しております。これらの新

株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄

化する可能性があります。本書提出日の前月末現在これらの新株予約権による潜在株式数は36,000株であり、発行済

株式総数21,068,300株の0.17％に相当しております。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社シグマクシス　本店

（東京都港区虎ノ門四丁目１番28号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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